
尾張旭市中期財政計画
（令和６年度～令和９年度）

この財政計画は、令和６年度から令和９年度までの期間における歳入・歳出の見通し
を、一定の仮定に基づいて機械的に推計したものであり、今後の予算編成を拘束するも
のではありません。

令和６年６月

尾張旭市 総務部 財政課
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１ 中期財政計画の作成目的

「財政運営基本方針」に基づいた計画的かつ健全な財政運営を維持するため、中期財政収支

（令和９年度まで）を見通した計画を作成し、今後の予算編成における指針とすることを目的

としています。
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２ 中期財政計画の対象期間・会計

⑴ 対象期間
・令和６年度～令和９年度まで（４年間）

⑵ 会計
・一般会計
※財政健全化法にかかる財政指標については普通会計（一般会計・土地取得特別会計・
旭平和墓園事業特別会計）



３ 中期財政計画の試算条件

⑴ 歳入の試算条件
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⑵ 歳出の試算条件
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４ 中期財政計画
⑴ 財政見通し（令和６年度～令和９年度）

6



7

一般財源不足額 （千円）

この財源不足を解消するためには、以下の３つの方法から選択しなければなりません。

①歳入確保（受益者負担見直し、不要な土地の売却、国庫補助金等の獲得など）

②歳出削減（既存事業の廃止、経常経費の削減など）

③財政調整基金などの取り崩し

令和６年度の財源不足額は、③の財政調整基金の取り崩しで対応

令和７年度以降も全額基金の取り崩しとすると… 次ページへ

⑵ 財源不足額への対応

令和６年度 令和７年度 令和８年度 令和９年度 R7～9合計

△590,000 △553,000 △751,000 △1,068,000 △2,372,000
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⑶ 基金残高（財政調整基金）

基金に積み立てる歳計剰余金の２分の１の額を４億円と見込み、財源不足額を取崩額とすると、
令和９年度の残高は、約１８億円の見込みとなり、災害等の不測の事態に備えるために財政運営基
本方針で定めている目標水準（標準財政規模の15～20％程度）を下回ります。
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臨時財政対策債等の残高が減少するため、市債残高総額は横ばいに推移しますが、緊急
防災・減災対策事業や三郷駅周辺まちづくり事業などにより起債発行額が増えるため、
建設債の残高は、令和６年度以降大幅に増加する見込みです。
公債費は年々逓増し、三郷駅周辺まちづくり事業などの元金償還開始となる令和１０年

度以降は、大幅に増加して２１億円を超過する見込みです。

⑷ 市債残高及び公債費
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５ 財政健全化法にかかる財政指標
⑴ 実質公債費比率
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実質公債費比率は、国が定める早期健全化基準（25％）を大幅に下回り、健全な水準を維持
してきました。今後は、公債費の増加が見込まれるものの、実質公債費比率は、微増に留まる
見込みです。



⑵ 将来負担比率
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将来負担比率についても、国が定める早期健全化基準（350％）を大幅に下回り、健全な水準を
維持してきました。今後は、建設債残高の増加や基金残高の減少が見込まれるものの、将来負担
比率は、微増に留まる見込みです。
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６ 計画期間における目標等

• 一般財源は、義務的経費や投資的経費の増加により当面は慢性的に財源不足の状況となる見込み

のため、歳入確保と歳出削減に努めます。

• 財政調整基金は財源不足を補うために取り崩しますが、補正予算の編成等により可能な限り取崩

額を抑制し、標準財政規模の15％を確保するように努めます。

• 「実質公債費比率」などの財政指標は、健全な水準を維持できる見込みですが、市債について

は、公債費が大幅に増加する見込みであることを踏まえて、交付税措置のある市債を最大限活用

しつつも、発行額の抑制に努めます。

上記の目標達成に留意しながら予算編成を実施することにより、計画的かつ健全な財政運営の

維持を目指します。 12


